
結婚新生活支援補助金交付申請に必要な書類リスト 

 

すべての方（パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度により宣誓された方は、「結婚」「夫」「妻」などの用

語を適宜読み替えてご回答ください） 

書類名 取得場所 等 

□ 三田市結婚新生活支援補助金交付申請書兼請求書 三田市ホームページ 

□ 三田市結婚新生活支援補助金に係る誓約書 三田市ホームページ 

□ 婚姻届受理証明書 または 戸籍謄本（婚姻を証明する書類） 

または パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カードの写し 

受理証明書…婚姻届を提出した市区町村 

戸 籍 謄 本…本籍地の市区町村 

□ 住民票の写し（対象住居に住民登録があることを証明する書類） 市役所、各市民センター 等 

□ 所得証明書（R5.1.1～R5.12.31 の所得額が確認できる書類） 
R6.1.1 時点で住民登録をしていた市町村 

※原則、2 人とも必要です 

□ 市区町村民税納税証明書（申請日時点で取得できる最新のもの） 
市役所、各市民センター 等 

R6.1.1 時点で住民登録をしていた市町村 
※原則、2 人とも必要です 

□ 住宅手当支給証明書 

※勤務先から住宅手当等の支給を受けてい
ない場合も必要です 

※原則、2 人とも必要です 

□ 債権者登録申請書 三田市ホームページ 

 

該当する方のみ 

□ 住居を新築、リフォームした場合 

□ 物件の工事請負契約書、工事・リフォーム内容が確認できる書類 及び 領収書の写し 

□ 建売住宅、中古住宅を購入した場合 

□ 物件の売買契約書 及び 領収書の写し 

□ 住居を賃貸している場合 

□ 物件の賃貸借契約書 及び 領収書の写し（家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料の支払いが確認できる書類） 

□ 引越しをした場合 

□ 引越費用に係る領収書の写し 

□ 貸与型奨学金を返済している場合 

□ 貸与型奨学金を返還していたことがわかる書類（R5.1.1～R5.12.31 の返還額が確認できる書類） 

※申請の際は、本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証 等）及び金融機関・支店名・口座番号・ 

口座名義人（カナ）が確認できる書類をご提示ください。 

所得額の計算方法は、裏面をご覧ください。 



 

収 入 と 所 得 

 

■サラリーマンの方は、給与等の収入金額（源泉徴収票の「支払金額」に記載の額）から給与所得控除額を差し引いた金額

です。 

■自営業の方は、収入（売上金額）から必要経費を差し引いた利益に相当する金額です。 

 

□給与所得控除 

給与等の収入金額 
（給与所得の源泉徴収票の支払金額） 

給与所得控除額 

1,625,000 円 まで 550,000 円 

1,625,001 円 から 1,800,000 円 まで 収入金額 × 40% ₋ 100,000 円 

1,800,001 円 から 3,600,000 円 まで 収入金額 × 30% + 80,000 円 

3,600,001 円 から 6,600,000 円 まで 収入金額 × 20% + 440,000 円 

6,600,001 円 から 8,500,000 円 まで 収入金額 × 10% + 1,100,000 円 

8,500,001 円 以上 1,950,000 円（上限） 

 

□モデルケース 

No. 所得状況（収入額-給与所得控除額=給与所得額） 合計所得 判定所得 判定 

1 
A さん：6,150,000 円-1,670,000 円=4,480,000 円 

B さん：収入なし 
4,480,000 円 4,480,000 円 ○ 

2 
A さん：4,320,000 円-1,304,000 円=3,016,000 円 

B さん：1,300,000 円-550,000 円=750,000 円 
3,766,000 円 3,766,000 円 ○ 

3 
A さん：3,890,000 円-1,218,000 円=2,672,000 円 

B さん：3,770,000 円-1,194,000 円=2,576,000 円 
5,248,000 円 5,248,000 円 ✕ 

4 

A さん：6,030,000 円-1,646,000 円=4,384,000 円 
※A さんが令和 4 年中に返済した貸与型奨学金の返済額=600,000 円 

B さん：収入なし 

4,384,000 円 3,784,000 円 ○ 

 

 

【参考：源泉徴収票サンプル】 
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兵庫県三田市三輪 2-1-1 
氏 

名 

サンダ   タロウ 

三田 太郎 

種  別 支払金額 
給与所得控除後の金額 

（調整控除後） 
所得控除の額の合計額 源泉徴収額 

給与・賞与 3,805,280 円 2,603,200 円 1,070,962 円 78,200 円 

(源泉)控除対象配偶者 配偶者（特別） 

控 除 の 額 

控除対象扶養親族の数 １６歳未満扶養

親族の数 

障害者の数 非居住者

である親

族 の 数 の有無等 老人 特 定 老 人 その他 特 別 その他 

有 従有 

 円 

人 従人 内 人 従人 人 従人 人 内 人 人 人 

  

社会保険料等の金額 生命保険料の控除額 地震保険料の控除額 住宅借入金等特別控除の額 

556,431 円 34,531 円 円 円 

（摘要） 

 


